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国と地方の協議の場（平成 30 年度第１回） における協議の概要 

 

 

１ 開催日時 

 平成30年５月29日（火） 17:00～17:45 

 

２ 場所 

 内閣総理大臣官邸４階大会議室 

 

３ 出席者 

 内閣総理大臣 安倍 晋三（冒頭挨拶） 

 副総理・財務大臣 麻生 太郎 

 内閣官房長官 菅 義偉（議長） 

 総務大臣 野田 聖子（議長代行） 

 内閣府特命担当大臣（地方創生） 梶山 弘志 

 内閣府副大臣（代理人） 越智 隆雄 

 全国知事会会長 上田 清司（副議長） 

 全国都道府県議会議長会会長 柳居 俊学 

 全国市長会会長 松浦 正人 

 全国市議会議長会会長 山田 一仁 

 全国町村会会長 荒木 泰臣 

 全国町村議会議長会副会長（代理人） 杉浦 和人 

 内閣官房副長官 西村 康稔（陪席） 

 内閣官房副長官 野上 浩太郎（陪席） 

内閣官房副長官 杉田 和博（陪席） 

 内閣府大臣政務官 長坂 康正（陪席） 

 

４ 協議の概要 

 

（１）協議事項 

「骨太の方針」の策定等について 

 

（２）協議が調った事項 

  なし 

 

（３）（２）以外の事項 
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地方側議員から、地方の安定的な財政運営に必要な地方交付税などの一般

財源総額の確保、地方自治体の医療費の削減に関する好事例を横展開する取

組を支援すること、「田園回帰」を一層促進するとともに、「関係人口」の拡

大に向けた取組を支援することなどの意見が表明された。 

それを受けて国側議員から、地方側の意見を受け止め、しっかり対応して

いく旨の意見が表明された。 

 

 

 

○挨拶等 

（長坂内閣府大臣政務官） 「国と地方の協議の場」を開催する。   

  本日の協議事項は、「『骨太の方針』の策定等について」である。 

（安倍内閣総理大臣） 本年度最初の国と地方の議論の場である。 

地方に関わる重要な政策課題については、この場を活用して、皆様の声を

よく伺いながら進めていくことが大切であると考えている。 

本日は、この夏の「骨太の方針」について、地方の率直な御意見をいただ

き、それらも踏まえて取りまとめてまいりたいと考えている。 

今回の「骨太の方針」では、国・地方のプライマリー・バランス黒字化の

達成時期及びその裏付けとなる具体的かつ実効性のある計画をお示しするこ

とにしている。 

安倍内閣の基本姿勢は、引き続き「地方の活力なくして、日本の活力なし。」

である。 

地方への大きな人の流れを作るため、若者が、地方にこそチャンスがある

と感じられるような、従来の発想にとらわれない大胆な政策を取りまとめた

いと思っている。 

地方の声に徹底して耳を傾け、地方創生に向けた挑戦、自らの発想で工夫

を凝らした地域づくりを情報面、人材面及び財政面から積極的に支援し、地

方の取組を加速させていく考えである。 

本日の御意見をしっかりと受け止め、安倍内閣として力強く政策を進めて

まいるので、よろしくお願いする。 

（上田全国知事会会長） 総理におかれては、訪露後のお忙しいところ、骨太

の方針の取りまとめに向け、国と地方の協議の場を開催いただき、誠に感謝

申し上げる。 

  国では少子高齢化の壁に立ち向かい、経済再生と財政健全化の両立という

大変難しい課題に取り組んでおられ、その舵取りをする総理の御努力に改め

て敬意と感謝を申し上げたい。 
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  国は、生産性革命と人づくり革命を車の両輪として取り組まれているが、

事業の多くは地方自治体が実施している。また、日本の企業のうち、99.7％

が中小企業であり、従業者の70.1％が中小企業で働いている。総理が言って

いるように、地方経済の活性化なくして、そして、地域を支える各地方自治

体が安心して行財政運営ができる環境なくして日本経済の活性化はない。 

  本日は、地方の一般財源総額の確保を始め、地方から我が国を再生するに

は何が必要かということについて、しっかりと議論させていただければあり

がたい。 

  本日の国と地方の協議の場による議論が骨太の方針に反映されるよう、安

倍総理のリーダーシップに期待申し上げる。 

 

○協議事項（「骨太の方針」の策定等について） 

（上田全国知事会会長） 地方歳出において、社会保障関係費の伸びが大変著

しく、平成13年度では14.2兆円であったが、平成28年度には26兆円にまで増

えている。地方は職員数の大幅な削減など、行財政改革を断行し、投資的経

費も抑制しながら社会保障費の伸びを吸収してきた。 

  昨日の経済財政諮問会議において、有識者議員からも、地方の一般財源の

総額は確保すべきという提言をいただいている。今後、地方が安心して財政

運営ができる環境を作っていただかないと、国民経済そのものが冷え込んで

いく。その意味で、一般財源総額の確保・充実をお願いしたい。 

  なお、地方交付税の代わりに発行している臨時財政対策債は、埼玉県では、

県債残高の45％まで積み上がっている。県のコントロールする通常の借金は

23.5％減らしてきたが、臨時財政対策債の影響で全体では４兆円まで増加し

ている。こうしたことを考えると、地方交付税の法定率の引上げなどの抜本

的な見直しについても考えていただければ大変ありがたい。   

（松浦全国市長会会長） 知事の発言の中にもあったが、経済財政諮問会議の

民間有識者の中には理解ある発言をされる方もある一方、地方財政関係で少

し気になる発言もあるので、野田大臣にはよろしくお願い申し上げたい。 

  それから、地方創生に関しては、良い状況になってきていると見ているの

で、どうか梶山大臣には、地方創生推進交付金を拡充・継続していただきた

い。また、まち・ひと・しごと創生事業費一兆円をきちんと担保していただ

けると、九州も北海道も、それぞれ今良い芽が出てきているので、それを伸

ばしていけるのではないか。 

  一般財源総額の確保については、我々の行政改革等による財源の捻出には

もう限界が来ているということで、中長期的な見通しを持って総額の確保を

お願い申し上げたい。   
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（荒木全国町村会会長） 先ほどから発言があるように、私ども町村にとって

命綱である地方交付税などの一般財源総額については、複数年にわたり継続

的に安定して確保されるよう、骨太の方針にしっかりと位置付けていただく

ようよろしくお願いする。 

  また、基金については、各町村が、厳しい財政事情の中で懸命に歳出抑制

に努めながら行っているものであり、御理解をお願いする。 

  次に、地方創生について、これを真に実効あるものにするためには、都市

と農山漁村が共生する社会づくりが極めて重要である。私たちが長年要望し

てきた森林環境税もまさにそうであるが、国土の保全、水源かん養、食料・

エネルギーの供給等に全国の町村は大きな役割を果たしている。 

  農山村や離島への移住や定住など、田園回帰を一層推進するとともに、移

住や定住のみならず地方と多様な関わりをもつ人々、関係人口の拡大に向け、

積極的な支援をお願いする。 

  また、農山村での小さな起業や地域おこし協力隊等による地域課題解決の

ための活動、子供たちの農山漁村体験交流など、個々には小さくとも全国に

広がることで、将来の大きな希望となる取組が数多くある。農泊のような取

組も、農業及び農村政策とうまく連携し、農山村のインバウンドの潮流とも

重なることで地方の可能性が大いに広がる。 

  是非、各省庁間で更なる連携・協力をしていただき、人財面も含め、積極

的な支援をよろしくお願いする。 

（柳居全国都道府県議会議長会会長） 地方は、御案内のとおり人口減少に歯

止めをかけ、また、地方の活性化を図ることが喫緊の課題であり、政府の生

産性革命や人づくり革命と呼応しながら、地方創生の実現に向けて努力を重

ねている。こうした取組を着実に進めるためには、何としても、地方財源、

財政基盤の充実・強化が不可欠であり、私ども都道府県議長会も大きな課題

として捉えている。 

  山口県のことで恐縮であるが、人口減少に伴う税収減や高齢化による社会

保障費の増大等により、５年間で約1,300億円の財源不足が生じており、財政

再建をしながら、同時にこれらの課題を実現していく必要がある。 

  このような状況の中で、やはり骨太の方針の策定に向けて、平成31年度以

降も一般財源総額の同水準以上の確保を、何としてでもお願い申し上げたい。 

（山田全国市議会議長会会長） 一般財源総額の確保はもちろんのことで、よ

ろしくお願いしたい。 

  私ども地方は、上は横浜市の380万、一番下は北海道の歌志内市で3,500人

と、814の都市があるが、地方創生といって、何とかこれをいかしていくとい

うことになると、財源に非常に格差があり、大変なことになる。特に、急激
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な人口減少、そして高齢化により、どの町も社会保障費が大変になってきて

いるときに、国と地方の税制改正が、喫緊の課題ではないか。 

  今、地方法人二税の色々な議論がされているが、こうした在り方、偏在税

制について何とか一つ改善をしていただきたい。 

  また、来年度消費税が２％上がり、10％になるが、消費税というのは、こ

れからの地方にとっても本当に安定的な税収ではないかと思うので、偏在度

の少ない税体系ということで、地方消費税を是非充実させていただきたい。 

  今、総理から、若者から地方へという言葉もあったので、何とぞ地方税制・

消費税に関する在り方というものについて対応をお願い申し上げたい。   

（杉浦全国町村議会議長会副会長） これまで我々町村は、国民の生活を支え

るため、食料の供給、水源のかん養及び国土の保全に努め、伝統・文化を守

り、自然をいかした地場産業を創出するなど、大きな役割を果たしている。

このような役割を果たしていくために、自主財源の乏しい町村にとって、何

よりも一般財源の確保は不可欠である。そのためにも、平成31年度も一般財

源の総額、特に町村にとってはまさに命綱である地方交付税の総額確保を是

非お願いする。また、腰を据え、継続的に地方創生に取り組むためにも、ま

ち・ひと・しごと創生事業費の拡充・継続をしていただくよう、切にお願い

する。 

  次に、税財源の確保については、償却資産に係る固定資産税やゴルフ場利

用税は、現行制度を堅持していただくよう、よろしくお願い申し上げる。町

村税収の５割を占める固定資産税の税収のうち、償却資産に係る固定資産税

は、約３割を占めている。また、ゴルフ場利用税については、税収の７割が

ゴルフ場所在町村に交付されている。私の地元、日野町でも３つのゴルフ場

があるが、アクセス道路の整備や災害・防災対策への充当など、貴重な財源

となっている。町村にとっても、両税とも重要な財源となっているので、よ

ろしくお願い申し上げる。 

  最後に、東日本大震災、熊本地震及び大規模災害については、現在、それ

ぞれの被災町村では、復旧・復興に全力で取り組んでいるが、財政基盤が脆

弱である。引き続き、財政措置を始め、今後は被災者への心身のケア、孤立

防止、生きがいづくりなど、心の復興を重要な問題として万全の支援をひと

つよろしくお願い申し上げる。 

（野田総務大臣） 一般財源総額については、いうまでもなく経済再生と財政

健全化を両立して進めていくためにも、一般財源総額を安定的に確保してい

く。 

  地方交付税については、総額を適切に確保するとともに、御指摘の臨時財

政対策債に頼らない財務体質を目指す。法定率の引上げについても、引き続
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き、粘り強く主張していく。 

  直接のお尋ねはなかったが、懸念の一つにトップランナー方式というもの

があり、地方団体の改革意欲を損ねることのないように対応していくことが

必要である。質の高い行政サービスを提供するということを観点にこれから

も留意していきたい。 

  地方法人課税の偏在是正措置については、先日、地方財政審議会に設置し

た検討会で第１回の会合を開催した。都市も地方も支え合って、ともに持続

可能な形で発展していくために、平成31年度の税制改正において結論を得ら

れるよう、しっかりと検討を進めていく。また、消費税率10％段階における

偏在是正措置を講ずる際には、地方団体の御意見をきちんと伺いながら、適

切な歳出の在り方も含めて対応を検討する。 

  復旧・復興事業に対する財政措置については、関係省庁と連携しながら、

被災団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応していくとともに、緊

急防災・減災事業債については、東日本大震災に係る復興・創生期間である

平成32年度まで継続するなど、全国の防災・減災対策を継続して支援してい

く。 

  また、固定資産税及びゴルフ場利用税については、ゴルフ場利用税の話を

すると、麻生副総理と色々意見の相違もあるが、とりわけ過疎地域の財源と

いうことなので、総務省としてはしっかり取り組んでいきたい。 

  田園回帰、また関係人口についても一生懸命取り組んでいく。   

（梶山内閣府特命担当大臣） 先日、六団体の皆様と懇談の場を持たせていた

だき、より具体的な御要望・御意見をいただいた。 

  地方創生は、息の長い取組であり、皆様が心配なく取り組めるような環境

づくりをしっかりとやっていかなければならない。人口減少の歯止めと地域

経済の再生は車の両輪である。現場の声に耳を傾けながら、実感のあるよう

な政策をしっかりと進めてまいりたい。 

（越智内閣府副大臣） 安倍政権では、経済の再生をより確かなものとして、

日本が直面する少子高齢化という大きな壁を克服するため、２つの政策、人

づくり革命と生産性革命に最優先で取り組むこととしている。政府一丸とな

ってこれらの政策をまとめ、骨太の方針の最終報告にしっかり盛り込んでい

きたい。 

  骨太の方針の骨子案の中で「地方創生の推進」、「地方行財政改革・分野

横断的な取組等」を始めとして、現下の課題や今後の取組について記述をし

ていくこととしている。 

  地方財政を持続可能なものとするためには、高齢化や人口減少といった構

造変化を踏まえながら、国の取組と基調を合わせた歳出改革を推進しなけれ
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ばならない。地方の歳出水準についても、プライマリーバランスの黒字化目

標に向けた枠組を検討する必要がある。 

  また、地方公共団体の皆様が新たな課題に対応できるように、ICTの利活用

や業務の標準化を進めていく必要がある。これに対する地方への支援の強化、

見える化の徹底・拡大と横展開等も引き続き重点課題である。 

  経済財政諮問会議においては、新たな計画の策定に向け、議論を加速して

いくので、皆様におかれても、社会保障改革や地方行財政改革の推進に向け、

是非先頭に立って現場から改革の実を挙げていただきたい。 

  本日の御議論も踏まえて、今後、「骨太の方針2018」の取りまとめに向け

て議論を進めていきたい。   

（上田全国知事会会長） 日本の人口が１億人になったのが1967年で、このと

きは65歳以上が全体の７％で700万人だった。今度１億人になりそうなのが

2060年頃ではなかろうかと言われているが、このときの風景がまた異なり、

65歳以上は全人口の40％で4,000万人となる。 

  こういうことを考えれば、おのずから医療費などのことが気になる。55歳

くらいまでは医療費が余りかかっておらず、年間20万円以下くらいで済んで

いる。ところが、70歳くらいになると年齢と同じ程度の医療費になり、70歳

は70万円、80歳は80万円、90歳は90万円、100歳は100万円程度となる。 

  国民健康保険料の年間一人当たりの金額は平均９万４千円程度であり、到

底医療費を賄えるものではない。日本の潜在的な力を強くするには、既に健

康寿命が男女平均で74歳になっていることを考えると、74歳まで潜在的には

働ける力を持った人たちだという認識を持って、健康長寿のための取組を徹

底してやっていくということが必要ではないか。例えば、埼玉県では糖尿病

の重症化を防ぐためのプロジェクトを展開している。普通の糖尿病の場合50

万円程度の医療費であるが、重症化して人工透析が必要になると、約500～600

万円かかることになる。そこで、重症化しないように受診勧奨やマンツーマ

ンの健康指導を行なって予防を進めている。この事業による医療費の抑制効

果は極めて高く、内閣府でも評価をいただき、全国展開を進めていくよう推

奨いただいている。こうした地方で取り組んでいる様々な健康長寿のプロジ

ェクトのモデル等に対し、横展開を進める上での財政措置や様々な支援措置

をすることにより、総理が目指される、まさに地方の活性化を通して日本全

体を活性化するということが可能となるのではないかと思っているので、こ

うした点についてお力添えをお願いする。 

  また、こうしたアイディアを展開するためにも、国と地方の協議の場にお

ける分科会を設置していただいて、その取りまとめなどをお願いしたい。 

（松浦全国市長会会長） 義務教育の充実をしっかりやっていただきたい。そ
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のためにも施設整備の当初予算を確保していただくことによって、色々な面

での対応も可能になる。総理が先ほど地方への熱い思いを語ってくださった

が、地方に住む若者、特に子供たちの中には、愛郷心が強い者や親思い、兄

弟思いの者がたくさんいる。その子たちが高校に行って、大学に行っている

間に、地方に帰らなくなるということを野田大臣、梶山大臣にも申し上げた

が、是非副総理、官房長官にもお聞きいただきたい。さあ帰れという政策よ

りも、義務教育を終えたら地方公務員にもなれる、我々が市役所に中学校卒

業者を雇い入れることができるような給与体系表を是非国で作り上げていた

だきたい。15歳から65歳までの50年間の生涯獲得賃金において、大学を出た

人とそう変わらないような形で、さらに勉強していきたい者には、どんどん

国も地方も役所が応援する。定時制あるいは大学で通信教育を受けたいとい

う者は、公務員のまま受けられるようにしてやることによって、人材を地方

で確保してしまう。その地方で確保した人たちが地方を変えていくことがで

きる。日本の義務教育ほど素晴らしいものはない。歴史と道徳を更に深堀り

して、少し教員も手厚くしてやっていただければ、世界に誇る日本の義務教

育が、若者が働く場の創出にもつながっていくであろう。 

（山田全国市議会議長会会長） 先ほど野田大臣からあった偏在是正措置、是

非これをやっていただきたい。また、地方法人二税の一部を国税に我々は返

還して、消費税から地方消費税への税源移譲、税源交換の方に何とか実現に

向け取り組んでいただきたい。 

  現状というものは、確かに都市の大きさがあるが、一例を出してみると、

大都市と中小の都市との対立が起こっている。 

  久留米市からの要請であるが、今の体系でいくと保育士が給与の高い福岡

市に取られてしまう。確かに今、保育士の確保は大変である。そういう給与

体系の在り方、これに対応する財源の在り方というのは、消費税とともに見

直していただき、なおかつ、もちろんそれだけで全てではないが、地方交付

税の法定率を引き上げていただいて、一体的な改善をひとつお願い申し上げ

たい。 

  もう一点、この前、大臣にもお話させていただいた車の諸課税の税負担で

あるが、メーカーが減税ということは当然分かるが、地方財源にとって大変

大きな財源であるので、減税する場合、代替財源の確保を間違いなくしてい

ただき、我々地方にとって影響が無いように、よろしくお願い申し上げたい。 

（荒木全国町村会会長） 大規模災害等について、本当に力強く温かい御支援

をいただいており、誠に感謝申し上げる。私の地元の熊本でも、地震が発生

して２年余りが経過したが、日々、復旧・復興が進んでいる。本当に手厚い

御支援に心から感謝を申し上げるが、被災した皆様方の住まいの確保、そし
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てまた、創造的復興を果たすためには、まだまだ長い道のりが必要であろう

と思っているので、変わらぬ御支援をお願い申し上げる。 

  また、今度九州では、長崎・天草の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺

産登録に向けて勧告されたが、世界遺産を始めとする世界基準の各分野の地

域資源は、中山間地域や離島など実に多くの町村が関わっており、奄美、徳

之島及び沖縄についても今後大いに期待している。 

平昌オリンピックで大活躍した多くの選手が小さな町や村の出身である。

多くのハンディを抱えながらも、長い間、地道に地域資源や伝統文化を守り、

地域の置かれた環境の中で頑張ってきた結果が世界から評価され、日本全体

への関心の高まりにつながっている。 

  地方創生の取組も同じであり、短い年限での評価ではなく、次の世代にし

っかりとつないでいけるよう力強い御支援をよろしくお願いする。 

（野田総務大臣） 子供の話について、その後、色々研究して、総務省ではICT

にも携わっていて、昨日、日中間の大臣会合をやった時も、やはりICTの人材

というのは、これまでのように小・中・高・大学を出てからでは遅く、異能

をいかすためには子供の頃から、また、子供でも出来る新しい人材であり、

役場に勤めることもあるが、働き方として、ICT関連でも大学を出なければな

らないということではないという新しいジャンルが生まれてきたことを御報

告したい。 

  税の在り方については、しっかり検討会で取り組んで、皆様方の御意見を

聞きながら答えを出していきたい。先ほども代替財源の話が出たが、代替財

源を地方交付税でという話は少し違うと考えており、しっかりと今ある財源

を保持できるような形では検討しているが、なかなかそれは容易ではない。 

  熊本は、先ほど知事からも御連絡が間接的にあって、固定資産税の減免の

件で、まだなかなか復興の進みが遅いところもあるという御注文をいただい

たので、頑張っていきたい。   

（杉浦全国町村議会議長会副会長） 先ほども荒木会長からお願いがあった地

方団体の基金の問題について、私どもの地元である日野町でも財政調整基金

が約10億円ある。これも職員の人件費や事務事業の経費の節減等に今日まで

努めてきた結果である。その財源をもって、今後、年度間の財政調整や災害

対策などいわゆる不測のことに対応したいということで積み立てているもの

である。これを、単に基金残高が増加しているだけで、あたかも地方財政に

余裕があるかのように議論が今されているように思う。このようなことから、

地方財源の削減を行わないように、切に財務省のほうにひとつお願い申し上

げたい。 

（麻生副総理・財務大臣） 国が借金して、その分が地方に行って、地方に金



10 

 

が溜まっていくといったら、国としてはやはり如何なものかということにな

る。だから、そこのところの考え方をよく整理しないと。地域間によってす

ごく差が出るのは確かである。 

  久留米の市長は元銀行員で、ついこの間まで参議院議員をしていたから、

間違いなくバランスシートも読める。久留米に行って、実態を見てかなりが

く然としたところがある。やはり良いのが全部福岡に取られる。それは交通

が便利だから全部福岡に取られる。首長の経営能力というものが大きく問わ

れる時代になる。同じ福岡県でいけば、福岡市と北九州市と政令都市が２つ

ある。両方とも100万都市で、新幹線が止まり、国際空港や港がある。北九州

市には御存じのとおり、東洋陶器や安川電機の本社があるが、福岡市にはな

い。今はどうなったかというと、人口は片方が157万、片方の北九州市は94万

であり、何が違ったのかというと、市長が違ったためだといわれている。 

  今、福岡県が伸びているのではなく、福岡市が伸びている。これははっき

りしている。私はほかの市にいるからよく分かる。何となく市長の経営能力

によって大きく変わってくる時代になりつつあるというところだけは、少し

頭に入れておいてもらわないといけない。そんなこと言ったってというかも

しれないが、間違いなく地方債など色々なことをやっていかないといけない

ことは事実であり、そういった点も少し頭に入れておいていただきたい。 

（野田総務大臣） 経済財政諮問会議で、基金については民間議員からも問題

提起をされ、総務省としてはきちんと数字を出した。ただ、その数字も平均

値であったりするので、大都市の基金と今おっしゃった過疎というところで

積んできたお金の出所は相当違う。リストラをして積んできたところと、剰

余金で積んできたところもあるので、今後も子細にそういう色分けをして、

かつ、積んでいるだけではなく動きがあるので、そういう動きも示した上で、

やはり万が一の災害に備えて必要な現金であったり、相当良い形で利活用さ

れていることも御理解いただきつつ、御説得に当たるつもりである。 

（松浦全国市長会会長） 私は昭和55年に市議会議員になって、それから県議

を３期やって、６月６日でこの会長を辞める。 

  地方は、先ほども申し上げたように皆頑張っている。地方の貯金箱には貯

金があるではないかと言われるがごときお言葉はよく分かるが、地方は地方

で一生懸命になって、いざというときのためにやっているということを分か

っておられると思うが、申し上げる。 

（麻生副総理・財務大臣） 分かっている。私の地元も横浜みたいな大都会と

は違うから。こちらは大都会だけど、こちらは全然違う。 

（菅官房長官） 秋田の山の中で生まれて育ち、今横浜で生活しているが、本

年度最初の国と地方の協議の場は、非常に活発な意見交換があった。皆様か
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ら頂戴した意見を踏まえ、骨太の方針についてしっかり対応していきたい。 

  また、上田新会長から糖尿病の話があった。まさに、そうした成功例とい

うのは、当然全国展開をするというのは極めて大事なことであって、それに

対してインセンティブというのはある意味で当然のことであると思う。そう

したことを、この会議を通じて、一つ一つ実現できれば良いなと思っている。

是非、しっかり連携しながら、この会を進めて地方が発展するように、私ど

ももまさに地方創生、総理が最初に御挨拶させていただいたが、地方の活力

なくして国の活力なしというのが原点であるので、しっかり連携してやって

いきたい。 

 

（以上） 
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